
 令和元年度の地方消費税交付金（社会保障財源化分（消費税増税の３％分））の
主な使い道は、下表のとおり社会福祉費や児童福祉費などに使っています。

（歳入）
・地方消費税交付金（社会保障財源化分） 52,360 千円
（歳出）
・社会保障施策経費 1,371,641 千円

（単位 千円）

特定財源 一般財源
社会福祉総務費 193,323 31,463 161,860
老人福祉費 398,779 34,516 364,263
障がい者福祉費 172,383 123,073 49,310
小計 764,485 189,052 575,433
児童福祉総務費 25,917 15,507 10,410
児童措置費 272,355 120,646 151,709
小計 298,272 136,153 162,119
保健衛生総務費 236,236 552 235,684
予防費 26,143 846 25,297
健康推進費 39,267 5,404 33,863
母子保健費 7,238 466 6,772
小計 308,884 7,268 301,616

1,371,641 332,473 1,039,168

児童福祉費

保健衛生費

合計
※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、上記事業の一般財源の一部となっています。

令和元年度予算

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途

事業名 経費 財源内訳

社会福祉費


